
次のとおり一般競争入札に付します。

令和７年１０月３０日

経理責任者

独立行政法人地域医療機能推進機構

下関医療センター

　院　長　大　下　　昇

◎調達機関番号　９０３　　◎所在地番号　３５

１.調達内容

（１）品目分類番号　　４

（２）購入等件名及び数量

　　　地域医療機能推進機構下関医療センターにおける医薬品単価購入契約

　　　①地域医療機能推進機構下関医療センターが使用する医薬品

　　　②品目及び購入予定数量は、入札説明書及び入札内訳書による。

（３）納入期間

　　　　自 令和８年　２月　１日

　　　　至 令和８年　９月３０日

（４）納入場所

　　　独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター（指定場所）

（５）入札方法

　①入札説明書で示す医薬品を一定の基準ごとに取りまとめたもの（以下「医薬品群」

　　という。）を入札に付すものとする。

　②入札書については、入札説明書、仕様書及び契約書（案）に定めるところにより、

　　調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費等、業務委託に

　　要する一切の諸経費を含めた額を記載すること。

　③落札者の決定については、入札内訳書に記載された医薬品ごとの税抜単価に当該

　　金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

　　が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。）に当院が提示する医薬

　　品ごとの予定数量を乗じて算出した金額の医薬品群ごとの総価をもって落札金額

　　とするので、入札書には消費税に関わる課税事業者であるか免税事業者であるか

　　を問わず、見積もった医薬品ごとの契約金額の１１０分の１００に相当する金額

　　に当院が提示する医薬品ごと予定数量を乗じた金額の医薬品群ごとの総価を記載

　　すること。

　④当院が入札内訳書で示す医薬品群ごとに評価するので、入札書には入札金額を医

　　薬品群ごとに記載し、最も安価な入札金額を提示した者を落札者とする。

２.競争に参加する者の必要資格に関する事項

（１）独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下「契約事務細則」と

   いう。）

　 第４条第４項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。

（２）契約事務細則第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、成年被

　 後見人、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得て

　 いるものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

入　札　公　告



【参考】契約事務細則抜粋

第５条　経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当す

　　　　る者を一般競争に参加させることができない。

　　　　一　契約を締結する能力を有しない者

　　　　二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

　　　　三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

　　　　　　第３２条第１項各号に掲げる者

（３）契約事務細則第６条の規定に該当しない者であること。

【参考】契約事務細則抜粋

第６条　経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実が

        あった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支

　　　　配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。

　　　　一　契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又

　　　　　　は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

　　　　二　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利

　　　　　　益を得るための連合をした者

　　　　三　交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者

　　　　四　監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の

　　　　　　執行を妨げた者

　　　　五　正当な理由なく契約を履行しなかった者

　　　　六　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の

　　　　　　請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者

　　　　七　前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約

　　　　　　の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

　　　　八　前各号に類する行為を行った者

２　経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競

　　争に参加させないことができる。

３　第１項の期間その他必要な事項は、別に定める。

（４）独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第２条

　　　の各号に該当しない者であること。

（５）次の要件をすべて満たしている者であること。

　　① 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品の販売」で「Ａ」、

　　　「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、九州・沖縄または中国地域の競争参加

　　　 資格を有する者であること。ただし、業務提携等の代理店等による対応でも可

　　　 とする。

　　② 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づい

　　　 て医薬品の一般販売業の許可を受けていることを証明した者であること。

　　③ 購入される医薬品を経理責任者が指定する日時、場所に十分に納品することが

　　　 できることを証明した者であること。ただし、業務提携等の代理店等による対

　　　 応でも可とする。

　　④ 入札説明書の交付を受けた者であること。

　　⑤ 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

　　⑥ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない

　　　 者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをして

　　　 いない者。（なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再

　　　 生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続き開始の決定がなさ

　　　 れた後において当局の参加資格の再認定を受けている者（再認定後の競争参加資格

　　　 による））。



　　⑦ 不正及び不誠実な行為がないこと。

　　⑧ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時ま

　　　 での期間に独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から独立行

　　　 政法人地域医療機能推進機構契約指名停止等措置要領（以下「指名停止要領」とい

　　　 う。）に基づく指名停止を受けていないこと。

　　⑨ 指名停止要領に基づく指名停止の期間中の有資格業者から、本契約に関する医薬品

　　　 の販売に係る代理権を付与された者ではないこと。

３. 入札書の提出場所等

（２） 入札説明書（入札関係書類）の交付方法

　　　本公告の日から 令和７年１２月　９日（火）まで の土曜日、日曜日及び

　　　国民の祝日を除く午前９時００分から午後１７時までに「機密保持に関する誓約書」

　　　（本公告に添付）と引き換えに交付する。なお、来院が困難な者については、郵送

　　　にて交付を行うので、上記担当部署へ期日に余裕を持って早めに連絡すること。

（３） 入札説明会について

　　　　　 令和７年１１月１９日（水）１０時３０分

（４） 入札参加申込書等の提出期限

令和７年１２月１０日（水）１７時００分まで

（５） 入札書の受領期限

令和７年１２月１５日（月）１５時００分まで

※郵送等入札可。郵送の場合は、受領期限までに必着のこと。

（６） 開札の場所及び日時

　　場　所 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター

　　 ２階カンファレンス室

　　日　時 令和７年１２月１６日（火）１０時００分

（７） その他

　　　　提出された入札申込書等は原則として返却しない。

４. その他

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨

（２） 入札保証金及び契約保証金

　　　　免除

（３） 入札者に要求される事項

　　　　この一般競争に参加を希望する者は、上記２（５）①から③の証明となるものを

　　　　添付して入札参加申込書等の提出期限までに提出しなければならない。

　　　　なお、入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明とな

　　　　るものについて説明を求められた場合はそれに応じなければならない。

　　　　入札者の競争参加資格に関する証明書等は当院において審査するものとし、参加

　　　　資格を有すると認めた者には競争参加資格確認通知書を送付する。

（４） 入札の無効

　　　　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義

（１） 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
　　　〒７５０－００６１
　　　　山口県下関市上陳地町３丁目３番８号
　　　　独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター
　　　　事務部経理課契約係
　　　　電話：０８３－２３１－５８１１



　　　　務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

（５） 契約書作成の要否

　　　　要

（６） 落札者の決定方法

　　　　本公告に示した物品の納入できると経理責任者が判断した資料を添付して入札書を

　　　　提出した入札者であって、契約事務細則（平成26年細則６号）34条の規定に基づい

　　　　て作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をおこな

　　　　った入札者を落札者とする。

（７） 契約価格の決定方法

　　　　落札者が決定した場合は、その者との交渉を行い、契約価格を決定する。

（８） 応募に関する留意事項

　　　　①資料の取り扱い

　　　　　　当院が提示する資料は、入札参加申請に係る検討資料とし、それ以外の目的で

　　　　　　使用することを禁止する。また、この検討の範囲内であっても、当院の承諾を

　　　　　　得ることなく第三者にこれを使用させ、又は、内容を提示することを禁止する。

　　　　②その他

　　　　　　当院が提示する資料及び回答書は、本入札説明書等と一体のものとし、同等の効

　　　　　　力を有するものとする。なお、応募に当たって必要な事項が生じた場合には、応

　　　　　　募事業者に通知を行う。

（９） 詳細は入札説明書による。

５. Summary

（１）Nature and quantity of the products to be purchased：

　　　Pharmaceutical unit price purchase contract

（２）Time - limit  for  tender  :  3：00  P.M． Dec. 15，2025

（３）Contact point for the notice：Hirotaka　Miyahara  manager,  Accounting

　　　Division,Japan Community Health Care　Organization Shimonoseki　medical  

　　　center,3－3－8 kamishinchityou,  shimonoseki-shi,  yamaguchi  750-0061  japan,

　　　TEL  083-231-5811


